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（3指標のいずれか1項目）
　　　（年度末まで） 　　　　　（毎年度） 　　（毎年度９月末まで）

（同意がなければ災害復旧事業債等以外の起債不可）

（4指標のいずれか1項目）
　　　（年度末まで） 　　　　　（毎年度） 　　（毎年度９月末まで）

　　　※公表については、
　　　　 平成20年度から

　 ④将来負担比率

　①実質赤字比率

　②連結実質赤字比率

　③実質公債費比率

再生判断比率

超 　財政再生基準

超 　早期健全化基準

監査委員審査

議会報告

公　　　表

財政再生計画策定 議会議決 公　　表
実施状況
議会報告 公　　表

総務大臣協議
（任　意） 総務大臣同意 地方債起債

財政健全化計画策定 議会議決 公　　表
総 務 大 臣
県知事報告

実施状況
議会報告

公　　表

改善事務に係る個別外部監査契約に基づく監査

地方公共団体の財政の健全化に関する法律概要フロー

　　【健全化判断比率】
　　　①実質赤字比率・・・・・・・普通会計における標準財政規模に対する実質収支（赤字額）の比率
　　　②連結実質赤字比率・・・全会計の実質赤字等の標準財政規模に対する比率
　　　③実質公債費比率・・・・・普通会計の地方債の元利償還金に加え、地方債の元利償還金に準ずるもの（＝準元利償還金）の
　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　 標準財政規模に対する比率
　　　④将来負担比率・・・・・・・公営企業、出資法人等を含めた普通会計の実質的負債の標準財政規模に対する比率

　　【健全化判断比率の公表】
　　　法公布後、１年以内に公表　⇒　平成20年度（平成19年度決算）から公表

　　【財政健全化計画策定義務等の適用】
　　　平成21年4月1日　⇒　平成21年度（平成20年度決算）から適用

健全化判断比率

公
営
企
業

資金不足比率 監査委員審査 議会報告 公　　　表

経営健全化計画策定経営健全化基準以上の場合 以下上記と同様の対応

県知事報告

総 務 大 臣
報　　　　 告

改善事務に係る個別外部監査契約に基づく監査

改善事務に係る個別外部監査契約に基づく監査
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【対象団体・対象会計】

地

方

公

共

団

体

公営

企業

会計

※公営企業会計ごとに算定

一般会計

特別会計

地方公社・第３セクター

一部事務組合・広域連合

一般会計等

公営事業会計

実
質
赤
字
比
率

連
結
実
質
赤
字
比
率

実
質
公
債
費
比
率

将
来
負
担
比
率

資
金
不
足
比
率

（
会
計
別
）

健全化判断指標・再生判断指標と対応する会計等の対比イメージ図
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健全化 
基  準

再生基準

              標準財政規模 11.95 % 20% 
※標準財政規模には臨時財政対策債発行可能額を含む

健全化 
基  準

再生基準

       標準財政規模 16.95 % 30% 
 

  （元利償還金＋準元利償還金）－（特定財源＋元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額）
健全化 
基  準

再生基準

            標準財政規模 － 元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額 25% 35% 

※ 準元利償還金＝

ホ一時借入金の利子

  将来負担額－（充当可能基金額＋特定財源見込額＋地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額）
健全化 
基  準

再生基準

             標準財政規模－元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額 350%

※将来負担額＝

※特定財源 ＝ 

 連結実質赤字額
 ｛（イ＋ロ）－（ハ＋ニ）｝

チ一部事務組合等の連結実質赤字額相当額のうち一般会計負担見込額

  国や県等からの利子補給、貸付金の財源として発行した地方債に係る貸付金の元利償還金、公営住宅使用料、
都市計画事業の財源として発行された地方債償還額に充当した都市計画税等 

将来負担比率＝

イ満期一括償還地方債について、償還期間を 30 年とする元金均等年賦償還をした場合の 1 年当たりの元金償還金相当額 
ロ一般会計等から一般会計等以外の特別会計への繰出金のうち公営企業債の償還の財源に充てたと認められるもの

※早期健全化基準は

令和４年度の安曇 

野市 標準財政規 

模に程づく比率 

ハ一般会計等以外の会計の地方債の元金償還に充てる一般会計等からの負担等見込額 
ニ当該団体が加入する一部事務組合等の地方債の元金償還に充てる当該団体からの負担行為等見込額 
ホ退職手当支給予定額（全職員に対する期末要支給額）のうち、一般会計等の負担見込額

ヘ地方公共団体が設立した一定の法人の負債の額、その者のために債務を負担している場合の当該債務の額のうち、当該
  法人等の財務・経営状況を勘案した一般会計等の負担見込額

ト連結実質赤字額

ハ一部事務組合等への負担金・補助金のうち、組合等が起こした地方債の償還の財源に充てたと認められるもの

ニ債務負担行為に基づく支出のうち公債費に準ずるもの

 ・繰上充用額＝歳入不足のため、翌年度歳入を繰り上げて充用した額 
 ・支払繰延額＝実質上歳入不足のため、支払いを翌年度に繰延べた額
 ・事業繰越額＝実質的歳入不足のため、事業を繰り越した額

連結実質赤字比率＝

イ一般会計等の当該年度の前年度における地方債現在高

ロ債務負担行為に基づく支出予定額 

【 計 算 式 】 

実質公債費比率＝

 ・ｲ=一般会計及び公営企業以外の特別会計のうち、実質赤字を生じた会計の実質赤字の合計額

 ・ﾛ=公営企業会計のうち、資金の不足額を生じた会計の資金の不足額の合計額

一般会計等の実質赤字額
 ｛繰上充用額＋（支払繰延額＋事業繰越額）｝

 ・ﾊ=一般会計及び公営企業以外の特別会計のうち、実質黒字を生じた会計の実質黒字の合計額

 ・ﾆ=公営企業の特別会計のうち、資金の剰余額を生じた会計の資金の剰余額の合計額

の３ヵ年平均

実質赤字比率＝

早期健全化基準・財政再生基準の計算式とその内容など 
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　　　　【　計　算　式　】

資金不足額
健全化
基　 準

再生基準

事業の規模 20.0%

【　資金不足額　】

　『法適用企業』の資金不足額　＝ [流動負債充用額　＋　建設改良費等以外の経費の財源に充てるために起こした地方債の現在高　－　流動資産]

　ー　　解消可能資金不足額（計画赤字額）

  『法非適用企業』の資金不足額　＝ [繰上充用額　＋　支払繰延・事業繰越　＋　建設改良費等以外の経費の財源に充てるために起こした地方債の現在高]

　ー　　解消可能資金不足額（計画赤字額）

【　事業の規模　】

　『法適用企業』の事業の規模　＝ 営業収益の額　－　受託工事収益の額

  『法適用企業・宅地造成事業』の事業の規模　＝　　資本　＋　負債 ※「事業経営のための財源規模」（調達した資金規模を示す資本及び負債の合計額

  『法非適用企業』の事業の規模　＝

　『法非適用企業・宅地造成事業』の事業の規模　＝　一時借入金　＋　地方債残高　＋　他会計借入金

【解消可能資金不足額（計画赤字額）】

　①下記のいずれかの方式により算出した額

　　ｲ　累積償還・償却差額算定方式 減価償却費を上回って元金償還費が発生することによる差額（ただし、企業債元金償還金への一般会計繰入相当額は除外する。）

　　ﾛ　減価償却前経常利益等による 解消可能流動負債額（下記算式による）

　　　　耐用年数以内負債償還可能額 　(1)　法適用企業 　　　　　　　　流動負債

　　　　算定方式 　　　負債の額+借入資本の額

　(2)　法非適用企業　　　事業繰越額+支払繰延額

　　ﾊ　個別計画策定方式 地方公共団体において経営計画を策定して供用開始後15年以内に減価償却前経常利益が見込まれる公営企業について、経営

計画上の資金不足額を解消可能資金不足額とする。

　　ﾊ-2 基礎控除額算定方式 過去の実例等から将来解消が見込まれるものとして基礎控除額を設定（具体例⇒累積償還償却差額+未利用施設利払い累計額）

　②建設改良費等以外の経費に係る地方債

　　（経常利益がある法適用企業が起した地方債、または法令の規定により総務大臣又は都道府県知事の同意又は許可を得て起した地方債）

営業収益に相当する収入の額　－　受託工事収益に相当する収入の額
　※営業収益の額から受託工事収益の額を控除した額が零となる場合には、営業収益の額に代えて経常収益の額を用いる

公営企業については、その事業の性質上、事業開始後一定期間、構造的に資金の不足額が生じる等の事由が考えられるため、これを将来解消が見込まれる解消可能資
金不足額（計画赤字額）とし、資金不足比率の算定において、この額を控除して取り扱うこととしている。

資金不足比率

×｛（営業収益+営業外収益）-（営業費用+営業外費用）｝×残存耐用年数相当年数

　×　（経常利益の額+減価償却費）×残存耐用年数相当年数

解消可能資金不足額　＝　①　＋　②

　　※資金不足額は、連結実質赤字比率の算定の「ロ」（公営企業会計のうち、資金の
　　　 不足額を生じた会計の資金の不足額）と同様

事業繰越額+支払繰延額+地方債現在高

公営企業の経営健全化基準について
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会  計  名 実質収支額（千円） 

 

会  計  名 資金不足・剰余額（千円） 

一
般
会
計
等 

一般会計 1,332,312 

法
適
用
企
業 

宅
造
事
業 

以
外 

水道事業会計 2,537,544 

下水道事業会計 922,701 

法
非
適
用
企
業 

宅
造
事
業 

以
外 有明荘特別会計 6 

小  計 1,332,312 
宅
造
事
業 

産業団地造成事業特別会計 73 
標準財政規模 27,240,312 

実質赤字比率（％） -4.89 

一
般
会
計
等
以
外
の
特
別
会

計
の
う
ち
公
営
企
業
に
係
る

特
別
会
計
以
外
の
会
計 

国民健康保険特別会計 18,709 合  計 5,069,997 

介護保険特別会計 224,470 標準財政規模 27,240,312 

後期高齢者医療特別会計 34,182 連結実質赤字比率（％） -18.61 
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【実質赤字比率と連結実質赤字比率の財政健全化基準の算定】 
 
 財政健全化法に基づく早期健全化基準等算定表 （令和４年度安曇野市） 

（早期健全化基準の根拠となる従前の制度） 

○地方債の許可制度移行要件に該当する実質赤字比率の算定 
  (＊標準財政規模 ＋  1,000 億円 ） × 1/120 

⇒ 

実質赤字額 

実質赤字比率 3.89％ 
＝ 27,240,312  100,000,000   1,060,336 

       

  標準財政規模     

   27,240,312     

 
○地方財政再建特別措置法による財政再生基準 

   実質赤字額   

実質赤字比率 20％ 
＝  5,448,062   

     

  標準財政規模   

   27,240,312   

 

●標準財政規模 

標準税収入 14,923,808 

交付税 11,845,504 

臨時財政対策債 471,000 

計 27,240,312 

 

○財政健全化法に基づく実質赤字比率に係る早期健全化基準の算定 
早期健全化基準  (財政再生基準赤字額 ＋ 地方債許可基準赤字額） ÷ ２ 

⇒ 

実質赤字額 

実質赤字比率 11.95％ 
＝ 5,448,062  1,060,336   3,254,199 

       

  標準財政規模     

   27,240,312     

 
○財政健全化法に基づく連結実質赤字比率に係る早期健全化基準の算定 

早期健全化基準  (財政再生基準赤字額 ＋ 地方債許可基準赤字額） ÷ ２ ＋ 公営企業分赤字額(標準財政規模の５％) 

連結実質赤字比率 

16.95％ 

＝ 5,448,062  1,060,336    1,362,016 
       

  標準財政規模     

   27,240,312     

 

（地方公共団体の財政の健全化に関する法律） 
 

 

財政再生基準 

20％ 

 

 

 

 

財政再生基準 

30％ 

 

（千円） 

（千円） 
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